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北海道事業所緊急時対応マニュアル 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 このマニュアルは、日本環境安全事業株式会社（以下「当社」という。） 北海

道事業所（以下「事業所」という。）において緊急異常事態が発生した場合等に事

業所がとるべき措置について定め、もって総合的な防災活動の円滑な推進を図り、

災害の発生及び拡大を防止し、事業所の防災に関する社会的責務を果たすことを目

的とする。 

（用語の定義） 

第２条 このマニュアルにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）安全関係法令   消防法、労働安全衛生法及び電気事業法等をいう。 

（２）災害   火災、爆発、ＰＣＢ等の漏洩又は流出、施設の損壊その他の事故を

いう。 

（３）防災   災害を未然に防止し、及び災害が発生した場合における被害の拡大

防止と災害の復旧を図ることをいう。 

（４）施設   事業所の敷地内に設置されている構造物のすべてをいい、建物、屋

外タンク、浄化槽、側溝、舗装等を含む。 

（５）緊急異常事態   次に掲げる災害その他異常現象の発生により緊急措置を講

じなければならない状態をいう。 

①施設の建物から建物外部に、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質が流出・排出又

は流出・排出するおそれが生じた場合 

②施設の建物外部の敷地内において、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質が密閉容

器等の外に漏洩した場合 

③地震、津波及び異常な気象並びに火災等によって施設の一部が損壊した場合 

④施設の異常によって周辺地域の施設等他者の財産等に何らかの損害を与えるお

それが生じた場合 

（６）防消火設備   火災の発生及び火災による類焼を防止するもの又は直接火災

を消火するもので、屋内・屋外消火設備、粉末消火設備、消火器、自動火災報

知設備等をいう。 

（７）運転会社   施設の運転業務を当社から受託した者をいう。 

（８）事業所員   事業所及び運転会社の従業員をいう。 

（９）宿日直者   事業所員で夜間・休日に配置された者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 このマニュアルは、事業所における災害の発生及び拡大の防止に関する基本的

事項について規定したものであり、事業所員に適用する。なお、緊急異常事態に至

らない施設異常を含め、施設の緊急処置の具体的手順は、別に定める。 

（遵守義務） 

第４条 事業所員は、このマニュアルを遵守し、災害の発生及び拡大の防止に努めなけ

ればならない。 

（周知義務） 
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第５条 事業所長（以下「所長」という。）は、このマニュアルの実施について事業所

員に周知させなければならない。また、改正したときも同様とする。 

 

第２章 組織及び任務 

 

（名称） 

第６条 事業所の自衛防災組織の名称は、日本環境安全事業株式会社北海道事業所自衛

防災隊（以下「防災隊」という。）という。 

（防災隊の編成） 

第７条 防災隊の編成は、「自衛防災組織表」（別表－①）のとおりとする。 

（防災隊の任務） 

第８条 防災隊の任務は、防災隊基本任務表（別表－②）のとおりとする。 

２ 緊急異常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるときの防災隊の初期行動

は、防災隊の初期行動（別表－③）の例によるものとする。 

（防災管理者等） 

第９条 社長は、防災隊を統括する者として、所長を防災管理者として選任するものと

する。 

２ 防災管理者等の選任、解任及びその任務は、防災管理組織選解任及び任務（別表

－④）のとおりとする。 

（防災管理者の職務代行） 

第１０条 防災管理者が、出張、疾病、事故その他やむを得ない事由によって任務を行

うことができないときは、副防災管理者が代行するものとする。 

（防災隊の構成員とその任務） 

第１１条 防災隊の構成員（以下「防災隊員」という。）は、原則として事業所員とす

る。 

２ 勤務中の防災隊員は、緊急異常事態が発生したとき又は発生するおそれがあると

きは、直ちに所定の任務につき、応急活動に従事しなければならない。 

３ 非番の防災隊員は、「緊急時通報系統図」（別表－⑤）により緊急異常事態発生

の連絡を受けたときは速やかに出動して、所定の応急活動に従事しなければなら

ない。 

（対策本部） 

第１２条 防災管理者は、緊急異常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるとき

で必要があると認めたときは、原則として事業所事務管理室に対策本部を設置する

ものとし、対策本部長の任務を行うものとする。対策本部の任務は、防災隊基本任

務表（別表－②）のとおりとする。 

（指揮本部及び消防隊） 

第１３条 防災管理者は、緊急異常事態発生と同時に原則として中央制御室控室に指揮

本部を設置し、指揮本部長に現地の指揮をとらせるものとする。指揮本部の任務は、

防災隊基本任務表（別表－②）のとおりとする。 

２ 防災管理者は、緊急異常事態発生と同時に運転会社に消防隊を設置し、消防隊長

に現地の指揮をとらせるものとする。 

（通信網の確保） 

第１４条 総務課長は、緊急異常事態に備え、あらかじめ関係機関使用局線電話を指定
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しておくものとする。 

（防災対策委員会） 

第１５条 防災管理者は、防災管理の合理的かつ円滑な推進を図るため、防災に関する

重要事項を調査検討する機関として、防災対策委員会を設置する。 

２ 当該委員会は委員長と委員から構成され、委員長は防災管理者、委員は事業所の

各管理職及び運転会社の代表者とする。 

３ 当該委員会の付議事項は、防災活動に関する重要事項とする。 

４ 当該委員会の開催は、委員長が必要と判断したときに行うものとする。 

（地震、津波及び異常な気象時の防災対策） 

第１６条 地震、津波及び波浪、暴風、高潮、大雨等異常な気象時における、通報系統、

予防対策等については、都度、防災対策委員会を開催し、決定する。 

（図書の整備） 

第１７条 防災管理者は、緊急異常事態発生時に直ちに活用できるよう、次の各号に掲

げる書類及び図面を常に最新にして整備しておくものとする。 

（１）事業所の配置図 

（２）施設等の配置図、設備の仕様書及び図面 

（３）防災資機材等の現況表 

（４）前各号に掲げるもののほか、緊急異常事態発生時に必要な書類及び図面 

 

第３章 緊急通報 

 

（緊急時の通報） 

第１８条 災害及び緊急異常事態を発見した者は、直ちに中央制御室に通報しなければ

ならない。 

２ 前項の通報を受けた中央制御室の担当者は、防災管理者に当該通報の内容を報告

し、防災管理者の指示により放送設備、一般電話等により緊急異常事態の内容を

構内に通報し、併せて室蘭消防署（火災、爆発等）、海上保安部（海上流出等）、

室蘭警察署及び室蘭労働基準監督署（人身事故等）に通報するものとする。通報

先の選定は、緊急事象の区分に応じて「緊急連絡先」（別表－⑥）により行うも

のとする。ただし、夜間又は休日においては、防災管理者を宿日直者に読み替え

るものとする。 

３ 前項の通報を受けた防災管理者は、当社の本社に緊急異常事態の内容を報告する

ものとする。 

４ その他の緊急異常事態以外の通報は、「緊急時通報系統図」（別表－⑤）によっ

て社内通報を行うものとする。 

（異常現象の社外通報） 

第１９条 防災管理者は、「異常現象通報範囲基準表」（別表－⑦）により、所轄監督

官庁等への異常現象の通報を行うものとする。 

２  前項の通報は、「異常現象通報内容基準表」（別表－⑧）に基づいて行い、通報

先は「緊急連絡先」（別表－⑥）の「緊急事象」の項目を「異常現象」の項目（別

表－⑦）に読み替えて選定するものとする。 

（緊急異常状態の報告） 

第２０条 運転管理課長は、緊急異常事態が発生したときは、直ちに所要の措置をとっ
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た後速やかに「環境安全異常事態等発生時の連絡要領」の様式－１「環境安全異常

事態等速報」に所定事項を記入の上、防災管理者に報告すると共に、その写しを事

業所各管理職あてに送付するものとする。なお、本社への報告は安全対策室長が行

うものとする。 

（災害報告） 

第２１条 防災管理者は、災害発生の状態、応急活動の実施状況、災害発生の原因及び

再発防止方策等を報告書にまとめ、当該報告書を本社に送付すると共に、所轄監督

官庁に提出するものとする。 

（施設再開までの対策） 

第２２条 防災管理者は、復旧計画を作成し所轄監督官庁に報告した上で、復旧作業を

実施するものとする。 

（運転の再開） 

第２３条 防災管理者は、「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理に係る安全確保及び

環境保全に関する協定書」第１６条第２項又は第１７条第２項及び関係法令の規定

に基づき運転を停止させた処理施設の運転再開に際しては、北海道及び室蘭市から

運転再開の承認を得た上で運転管理課長に指示するものとする。 
 

第４章 応急活動 

 

（初期活動） 

第２４条 緊急異常事態発生時から対策本部が機能するまでの間における初期活動は、

次の各号に定めるところによる。 

（１）運転管理課長は、初期活動の指揮をとるものとする。 

ただし、夜間又は休日においては、宿日直者とする。 

（２）運転管理課長は緊急異常事態発生時には、該当する設備の停止を運転会社に

指示するものとする。 

（３）発災現場の事業所員は、第１号の指揮に基づき協力して環境汚染拡大の防止、

災害の鎮圧又は拡大の防止に努めなければならない。 

（４）第 1 号の指揮権は、対策本部が設置されたときは対策本部長に移るものとす

る。 

（５）対策本部長は、前号による指揮権の交代に際して、発災現場の状況、応急活

動上の留意事項等必要な事項を聴取しなければならない。 

（避難の指示及び解除） 

第２５条 対策本部長は、緊急異常事態の状況により、防災隊員以外の者の避難を指示

するものとする。また、防災隊員の生命及び身体を保護するために特に必要と認め

たときは、防災隊員の避難を指示するものとする。 

２ 防災隊員避難の指示を受けた消防隊長は、保安上必要な措置を講じたのち、避難

させるものとする。 

３ 対策本部長は、危険がなくなったと判断したときは、避難の解除を指示するもの

とする。 

（避難場所） 

第２６条 事業所内における避難場所は、玄関前の来客用駐車場とする。 

２ 対策本部長は、緊急異常事態の状況によって、前項の避難場所を変更して指定す
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ることができる。 

（避難の協力） 

第２７条 対策本部長は、室蘭市、消防又は警察等から、近接地域の居住者等に対し避

難の指示又は勧告がなされたときは、これに協力するものとする。 

（解散） 

第２８条 対策本部長は、災害の応急活動が収束した後に、各隊の人員、資機材等の異

常の有無を報告させ、これを確認の上、各隊を解散させるものとする。 

（事後処理等） 

第２９条 防災管理者は、発災現場の保存のため、必要な期間、関係者以外の者の立入

りを禁止すると共に、現場保存の措置を講ずるものとする。 

２ 運転管理課長は、災害の発生状況、原因、損害、対策及び緊急措置等について的

確な調査を行い、速やかに災害・事故調査報告書及び対策実施計画書を防災管理

者に提出し、それに関連する設計資料及び工事記録等を保存するものとする。 

 

第５章 教育訓練 

 

（防災教育訓練） 

第３０条 防災管理者は、防災隊員に対し次表に掲げる防災教育訓練を実施するものと

する。 

訓練種別 訓  練  内  容 実 施 

総合訓練 緊急通報、消火等の防災活動を行う。 年１回以上

通報訓練 

／駆付訓練 

休日夜間の緊急異常事態を想定した、通報訓練又は

駆付訓練を行う。 
年１回以上

国、地方公共団体

等の行う訓練 

策定された防災訓練実施計画に基づく訓練内容 
随 時 

（注） 総合訓練の実施回数は、国、地方企共団体等の行う訓練への参加を含む。 

 

（教育訓練記録の保存等） 

第３１条 防災管理者は、防災に関する教育訓練を実施したときは、その成果を把握、

記録し、次回の教育訓練計画に活用するものとする。
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別表－① （第７条関係） 

自衛防災組織表 

 

担当名 任命される者 任務内容 

（対策本部） 

  本部長 事業所長 防災活動の統括指揮 

副本部長 副所長 本部長の補佐、本部長不在時の代行

連絡・渉外班 

 

班長：総務課長 

総務課員 

営業グループ 

関連機関への連絡 

報道関連機関への情報提供 

記録班 班長：総務課員 

安全対策室員 

災害発生状況、防災活動状況等の記

録 

技術班 班長：運転管理課員 

運転管理課員 

防災活動に必要な技術情報の収集 

（指揮本部） 

  本部長 運転管理課長 災害現場での統括指揮 

副本部長 安全対策室長 本部長の補佐、本部長不在時の代行

連絡員 運転管理課２名、 

運転会社２名 

情報を直接連絡するための伝令 

（消防隊：運転会社にて組織） 

  隊長 総括作業管理者 消防隊の統括指揮 

副隊長 運転統括 隊長の補佐、隊長不在時の代行 

通報班 班長：業務統括 事業所内外への緊急連絡 

消火班 班長：技術総括 

解体・液処理グループで構成 

火災時の初期消火、延焼防止、その

他防災のための工作活動 

救護班 班長：安全衛生担当課長 負傷者の救助 

避難誘導班 班長：安全・品質・環境担当部長 事業所員等の避難誘導 

外部防災組織（消防署等）の誘導 

非常持出班 班長：総務課長 重要物件の持ち出し 

サンプリング班 班長：分析作業長 排気口、モニタリング地点などでの

サンプリング 

警戒班 班長：設備総括 災害拡大の警戒、外来者等の確認 

 （各班の人数・構成については別に定める） 
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別表－②  （第 8 条、第 12 条、第 13 条第 1 項関係） 
  

防災隊基本任務表 
 

名 称 基 本 任 務 
対策本部 防災隊を統括し、下記の項目に関して指揮を行う。 

１） 災害状況の把握及び応急活動の方針決定 
２） 社内外への通報、連絡、広報 
３） 北海道、室蘭市及び本社との連絡調整 
４） 動員計画 
５） 緊急運転停止 
６） 避難、救護、警戒 
７） 設備の保全 
８） 応援要請 
９） 原因及び被害状況の調査並びに災害記録作成 
10）災害情報、応急活動情報の収集と記録作成 
11）防災資機材、復旧資機材の調達 
12）医薬品、食糧等の調達 
13）防災関係機関、報道関係機関など来訪社の応接 

指揮本部 １）防御活動の現場指揮 
２）災害状況の把握及び災害の鎮圧・拡大防止のための

具体的防御活動内容の決定 
３）各隊の応急活動の連絡調整 
４）対策本部への現地情報の報告 
５）対策本部への動員計画等の意見具申 
 

消防隊 
 

１）消火警戒区域の設定 
２）消火並びに延焼の防止 
３）救急活動 
４）対策本部からの指令情報の伝達 
５）重要物の搬出 
６）建家、機器等の応急措置及び必要な破壊、復旧、そ

の他の工作活動 
７）必要な防災資機材（照明、通信設備等）の検討、設

置、撤去 
８）浸水の防止 
９）通門規制及び交通規制並びに避難誘導 
10）排気口、モニタリング地点などでのサンプリング 
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別表－③（第 8 条第 2 項関係） 
 

防災隊の初期行動 
 
 

 処理施設作業従事者 防災管理者、対策本部 指揮本部、消防隊 
 
 
 
 

 
 
                              
  
                     
 
         

  
      

            
                         

 
  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
補足：緊急異常事態条件（第２条）と図中の番号対比 
  ①施設の建物から建物外部に、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質が流出・排出又は流出・

排出するおそれが生じた場合 
  ②施設の建物外部の敷地内において、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質が密閉容器等の

外に漏洩した場合 
  ③地震、津波及び異常な気象並びに火災等によって施設の一部が損壊した場合 
  ④施設の異常によって周辺地域の施設等他者の財産等に何らかの損害を与える恐れが生じ

た場合 

指揮本部設置の指示 
関連機関へ連絡、外来者の

応対（連絡／渉外班） 
状況の記録（記録班） 
技術情報の提供（技術班）

緊急異常事態の鎮圧、拡大

防止の指示 

現地情報収集（連絡員） 
負傷者救護（救護班） 
外部機関誘導、外来者制限

（避難誘導班） 

指揮本部設置の発令 
対策本部設置の発令 

漏洩の発見①②、 
火災の発見・地震の認知③、 
施設の異常認知④ 

漏洩拡大防止①② 
延焼防止③（消火班） 
異常拡大防止④ 
【公的外部機関（消防署、

警察署等）到着後は、そ

の指示に従う】 
サンプリング（排気口・モ

ニタリング地点など）①②

近傍の従業員へ連絡 

中央制御室へ連絡 

初期対応 
施設の緊急停止 
工事関係者への避難指示 
漏洩系統遮断①② 
消火器による消火③ 
粉末消火設備起動③ 

（中央制御室） 
防災管理者に連絡 
構内放送 
緊急通報（１１９） 
 

避難、防災隊傘下へ移動 

復旧準備の検討、指示 

対策本部が設置されるまでの間は、通常

業務の職制系統により行動する 

連絡受理 

緊急通報指示 
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別表－④ （第 9 条第 2 項関係） 
 

防 災 管 理 組 織 選 解 任 及び 任 務 
 
 

名称 選解任者 被選任者の資格等 任務 
防災管理者 
（対策本部長） 

社長 特定事業所において、

その事業の実施を統括

管理する者 
 

防災隊を統括管理する。 
（対策本部の任務を行

う。） 

副防災管理者 防災管理者 特定事業所における災

害の発生及び拡大の防

止に関する業務を適切

に遂行できる管理的又

は監督的職位にある者

 

防災管理者を補佐する。

防災管理者がやむを得な

い事由によって職務を遂

行できない場合は、その

任務を代理する。 

対策副本部長 防災管理者 副防災管理者 
 

対策本部長を補佐する。

対策本部長がやむを得な

い事由によって職務を遂

行できない場合は、その

任務を代理する。 
 

指揮本部長 防災管理者 管理的又は監督的職位

にある者 
 

指揮本部を統括し、指揮

本部の任務を行う。 

指揮副本部長 防災管理者 管理的又は監督的職位

にある者 
 
 

指揮本部長を補佐する。

指揮本部長がやむを得な

い事由によって職務を遂

行できない場合は、その

任務を代理する。 
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別表－⑤－１（第11条第3項、第18条第4項関係） 

緊 急 時 通 報 系 統 図（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・室蘭消防署           119 

    通信指令室  FAX 0143-41-4659 

・室蘭警察署     0143-46-0110 

・室蘭海上保安部警備救難課 

（海洋環境保全）  0143-23-0118 

・室蘭労働基準監督署 0143-23-6131 

災害 
発見者 

 

中央制御室 
電話 0143-22-0015 

・対策本部（JESCO事務所）

電話 0143-22-3111 

社内連絡 

・北海道環境生活部環境局 
循環型社会推進課   011-204-5196 

                 FAX 011-232-4970 

・北海道胆振支庁地域振興部 
環境生活課           0143-24-9597 

                 FAX 0143-22-5170 

・室蘭市 

生活環境部 

リサイクル清掃課 0143-22-2861 

      FAX 0143-22-7148 

環境対策課       0143-23-2225 

                 FAX 0143-23-2221 

経済部産業振興課(環境産業) 

0143-25-2704 

                 FAX 0143-25-2478 

港湾部総務課         0143-22-3191 
                 FAX 0143-22-6069 

・室蘭保健所             0143-22-9131 
企画総務課医療薬務係（劇・毒物） 
健康推進課保健予防係（食中毒） 

・医療機関 
日鋼記念病院         0143-24-1331 
新日鐵室蘭総合病院   0143-44-4650 
市立室蘭総合病院     0143-25-3111 

・新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭製鐵所 
    （環境安全Ｇ）       0143-47-2204 

事象区分に応
じて緊急通報 

・本社 環境安全事務局長 
（事業部審議役（環境安全担当））

電話 03-5765-0543 

・環境省廃棄物･リサイクル部 

  産業廃棄物課 

電話 03-5501-3156 

社外連絡 

社外連絡 

指示 

報告 

災害発見と同時に設置 

日本環境安全事業(株) 

北海道事業所 

防災管理者 
電話0143-22-3111 

運転会社 

事務室 

電話0143-22-0005 

報告 指示 

非番の防災隊員へ出動要請 
（北海道事業所緊急連絡網） 

構内放送
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別表－⑤－２（第11条第3項、第18条第4項関係） 

緊 急 時 通 報 系 統 図（夜間・休日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

報告 

・室蘭消防署                 119 

     通信指令室  FAX 0143-41-4659 

・室蘭警察署     0143-46-0110 

・室蘭海上保安部警備救難課 

（海洋環境保全）  0143-23-0118 

・室蘭労働基準監督署 090-3397-0264

災害 
発見者 

 
中央制御室 

電話 0143-22-0015 

・対策本部（JESCO事務所）

電話 0143-22-3111 

社内連絡 

・北海道環境生活部環境局 
循環型社会推進課     090-XXXX-XXXX 
                   FAX 011-232-4970 

・北海道胆振支庁地域振興部 
総合案内窓口           0143-24-9900 

環境生活課         FAX 0143-22-5170 

・室蘭市 

本庁(当直)             0143-22-1111 

生活環境部 

リサイクル清掃課 FAX 0143-22-7148 

環境対策課       FAX 0143-23-2221 

経済部産業振興課(環境産業) 

                   FAX 0143-25-2478 

港湾部総務課       FAX 0143-22-6069 
・室蘭保健所               0143-22-9131 

企画総務課医療薬務係（劇・毒物） 
健康推進課保健予防係（食中毒） 

・医療機関 
日鋼記念病院           0143-24-1331 
新日鐵室蘭総合病院     0143-44-4650 
市立室蘭総合病院       0143-25-3111 

・新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭製鐵所 
    （環境安全Ｇ）         0143-47-2204 

事象区分に応
じて緊急通報 

・本社 環境安全事務局長 
（事業部審議役（環境安全担当））

電話 080-XXXX-XXXX 

・環境省廃棄物･リサイクル部 

  産業廃棄物課 

電話 03-5501-3156 

社外連絡 

社外連絡 

 

報告 

日本環境安全事業(株) 

北海道事業所 

防災管理者 
携帯電話090-XXX-XXXX 

 

宿日直者 
電話0143-22-3111 

指示 

非番の防災隊員へ出動要請 
（北海道事業所緊急連絡網） 

本部長到着後設置 

構内放送
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緊急連絡先（平日）

【前提条件】 下表に示す緊急事象の内、「地震」、「浸水」、「停電」、「断水」、「制御異常」については、下記状態に至った場合に関係各所への連絡を行うものとする。

・地震　　：設備の破損等により、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質※１
の流出等の被害が生じた場合。

・浸水　　：施設（処理棟）内に浸水した場合。

・停電　　：ＰＣＢ等法令で定める有害な物質
※１

の流出等の被害が生じた場合。

・断水　　：ＰＣＢ等法令で定める有害な物質※１
の流出等の被害が生じた場合。

・制御異常：自動停止システム作動後も運転条件（温度，圧力等）が安全側に移行せず、手動により施設の運転を停止した場合。
※１　ＰＣＢ等法令で定める有害な物質とは、PCB濃度 0.1mg/m3Nを超える排ガス、0.5mg/kgを超える油、0.003mg/Lを超える排水並びに危険物及び劇物（廃アルカリ）をいう。

（本社）

○：連絡要 ×：連絡不要　△：火災、爆発及び漏洩に繋がる可能性のある制御異常について連絡

０３－５５０１－３１５６

１１９
FAX ０１４３－４１－４６５９

０１４３－２３－６１３１

０１４３－４６－０１１０

０３－５７６５－０５４３
FAX ０３－５７６５－１９４０

０１４３－２３－０１１８

室蘭消防署
　　　　　　　（通信司令室FAX）

○

×

○

○ ○ ○ ○ ×

○ ○○ ○ ○ ○

室蘭警察署
警察

消防

室蘭海上保安部
　　　警備救難課（海洋環境保全）

海上保安庁

室蘭市

港湾部
　　　総務課

制御異常 損壊 人身事故

環境生活部環境局
　　　循環型社会推進課

電話番号
ＦＡＸ番号

０１１－２０４－５１９６
FAX ０１１－２３２－４９７０

○ ○ ○○

緊　　急　　事　　象　・　異　　常　　現　　象　　等

名　　　　　称 地　震 浸　水 停　電 断　水 火　災 爆　発

連　　絡　　先

漏　洩

○

○○ ○ ○ × ○

○

○ ○

○

× ○

○

○

胆振支庁地域振興部
　　　環境生活課

○

○

○
０１４３－２４－９５９７

FAX ０１４３－２２－５１７０

○ ○

○ ○ ○

○

×

○ ○

× ○

× ○ ○

× ○

○ ○ △

○○○

○○ ×

○

環境省

環境安全事務局長
　 (事業部審議役(環境安全担当)

労基署
室蘭労働基準監督署

廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ部産業廃棄物課

日本環境安全事業㈱

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○

×

○

○

○

本社にて判断し通報する。

○× × × ○×

○ ○

○× × ○

○×

北海道

生活環境部
　　　環境対策課

０１４３－２２－２８６１
FAX ０１４３－２２－７１４８

０１４３－２３－２２２５
FAX ０１４３－２３－２２２１

生活環境部
　　　リサイクル清掃課

○ ○ ○ ○ ○

経済部
　　　産業振興課（環境産業）

０１４３－２５－２７０４
FAX ０１４３－２５－２４７８

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

０１４３－２２－３１９１
FAX ０１４３－２２－６０６９

○ ○ ○ ○ ×○ ○ × ○

別
表
－
⑥
－
１
(
第
1
8
条
第
2
項
、
第
1
9
条
第

2
項
関
係
)
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緊急連絡先（夜間・休日）

【前提条件】 下表に示す緊急事象の内、「地震」、「浸水」、「停電」、「断水」、「制御異常」については、下記状態に至った場合に関係各所への連絡を行うものとする。

・地震　　：設備の破損等により、ＰＣＢ等法令で定める有害な物質
※１

の流出等の被害が生じた場合。

・浸水　　：施設（処理棟）内に浸水した場合。

・停電　　：ＰＣＢ等法令で定める有害な物質
※１

の流出等の被害が生じた場合。

・断水　　：ＰＣＢ等法令で定める有害な物質
※１

の流出等の被害が生じた場合。

・制御異常：自動停止システム作動後も運転条件（温度，圧力等）が安全側に移行せず、手動により施設の運転を停止した場合。
※１　ＰＣＢ等法令で定める有害な物質とは、PCB濃度 0.1mg/m3Nを超える排ガス、0.5mg/kgを超える油、0.003mg/Lを超える排水並びに危険物及び劇物（廃アルカリ）をいう。

（本社）

○：連絡要 ×：連絡不要　△：火災、爆発及び漏洩に繋がる可能性のある制御異常について連絡

室蘭市

○ ○ ×○ ○ ○ ○

○ ○

×

×○

○ × ○ ×

○

室蘭消防署
　　　　　　　（通信司令室FAX）

１１９
FAX ０１４３－４１－４６５９

○ ○

× ○

港湾部
　　　総務課

FAX ０１４３－２２－６０６９ ○

× ○

× ○

×

○○ ○ × ○○ ○ ○ ○

連　　絡　　先 緊　　急　　事　　象　・　異　　常　　現　　象　　等

名　　　　　称
電話番号

ＦＡＸ番号
地　震 浸　水 停　電 断　水 火　災 爆　発 漏　洩 制御異常 損壊 人身事故

北海道 環境生活部環境局
　　　循環型社会推進課

０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ
FAX ０１１－２３２－４９７０

○

胆振支庁
　　　総合案内窓口

０１４３－２４－９９００ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

胆振支庁地域振興部
　　　環境生活課

FAX ０１４３－２２－５１７０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活環境部
　　　リサイクル清掃課

FAX ０１４３－２２－７１４８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活環境部
　　　環境対策課

FAX ０１４３－２３－２２２１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

経済部
　　　産業振興課（環境産業）

FAX ０１４３－２５－２４７８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本庁（当直） ０１４３－２２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海上保安庁 室蘭海上保安部
　　　警備救難課（海洋環境保全）

０１４３－２３－０１１８ ○ ○ ○ ○ ○

労基署
室蘭労働基準監督署 ×

室蘭警察署 ０１４３－４６－０１１０ ○
警察

×

○ ○ ○ × ○ ○

○ × ○

○

△ ○ ○×

××× ×

○ ○ ○

×

×

日本環境安全事業㈱ 環境安全事務局長
　 (事業部審議役(環境安全担当)

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

本社にて判断し通報する。

消防

０９０－３３９７－０２６４

環境省 廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ部産業廃棄物課
０３－５５０１－３１５６

０８０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ
FAX ０３－５７６５－１９４０

○ ○

別
表
－
⑥
－
２
(
第
1
8条

第
2項

、
第
1
9条

第
2
項
関
係
)
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別表－⑦ （第 19条第 1項、2項関係） 
 

異 常 現 象 通 報 範 囲 基 準 表 
 

異常現象 範          囲 

火 災 
人の意図に反して発生若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要

がある燃焼現象であって、これを消火するために、消火施設又はこれと同程度

の効果があるものを利用した場合 

爆 発 施設、設備等の破損が伴うもの 

漏  洩 
又は 
流 出 

ＰＣＢ等法令で定める有害な物質※１の漏洩又は流出。 
 
ただし、次に掲げる少量の漏洩又は流出で、泡散布、回収、除去等の保安上

の措置及び環境保全上の措置を必要としない程度のものを除く。 
(1) ＰＣＢ等法令で定める有害な物質※１を取り扱う設備に係る温度、圧力、

流量等の異常な状態に対し、正常状態への復帰のために行う設備の正常な作

動又は操作による漏洩又は流出 
(2) 発見時に既に漏洩が停止している場合又は設備の正常な作動若しくは操作

により、漏洩又は流出が直ちに停止した場合 

損 壊 
施設設備の破壊、破裂、損傷等の破損であって、製造、貯蔵、入出荷、用役

等の機能の維持、継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止するため直ち

に修復、使用停止等緊急の措置を必要とするもの 

 
※１ ＰＣＢ等法令で定める有害な物質とは、PCB 濃度 0.1mg/m3N を超える排ガス、

0.5mg/kg を超える油、0.003mg/L を超える排水並びに危険物及び劇物（廃アルカリ）

をいう。 
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別表―⑧ （第 19 条第 2 項関係） 
 
 

異 常 現 象 通 報 内 容 基 準 表 
 
 
（１）異常現象の発生時刻 
 
 
（２）発生場所 
 
 
（３）異常現象の内容 
 
 
 
 
（４）負傷者の有無及び状況 
 
 
 
 
（５）今後の対応 
 
 
 
 
（６）その他必要事項 
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様式１　異常事態速報（本社・事業所用）（用紙A4縦） 異常事態

※ 異常事態 欄には、該当異常事態の種別（「環境安全」、「環境安全重大」、「従業員」、

「運転」、「労働災害」）を記載する。

 北九州事業所長  大阪事業所長 東京事業所長 豊田事業所長

 社長

 管理部長

 事業部長

 営業部長

 経営企画課長

破損
(軽微なものを除く)

死亡(　　名)

事業部審議役（工
務担当）

北海道東　京 大　阪

備考(病院名等)

 環境省

職 種

発 信 者 事 業 所 受 信 者 本 社 受 信 者

 

事業部次長兼安全
操業課長

事業部審議役（環
境安全対策担当）

管理部
ｺｰﾃﾞﾈｨﾀ

 総務課長

その他事故

本　社 豊　田北九州

　　　　　　　　　　        環境安全異常事態等速報　　   　　　第　 　報

受 信 者 ：　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　　時　　分　受信　□TEL　□FAX　□Eﾒｰﾙ

地震(震度　)

負傷(　　名)
有害物質
漏洩

被　害

原　因

特になし

火災･爆発

発 生 日 時 天 候平成　　　年　　　月　　　日(　 　)　　　時　　　分頃

発 生 場 所

発

生

内

容

人

損

事

故

物

損

事

故

被害の程度氏 名 性 別年 齢

発

生

経

緯

等

（概略図）(異常事態の発受時刻や発受者等の経緯、応急措置状況も記載)          

備

考

（所轄官庁等への連絡状況等を記載）

連

絡

先

チ
ェ

ッ

ク

欄  北海道事業所長

 取締役  取締役

 営業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  営業管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
事業部上席調査役
(安全操業課担当)

 事業企画課長

各種
自然災害

大雨
暴風

洪水
高潮

その他

 


